
(57)【要約】　　　　（修正有）

【課題】ＦＲＰ構造物の一部が劣化、破損した場合の修

繕、廃棄を容易に行えると共に、接合及び解体が容易

で、接合強度の高い継手構造を得ることができるＦＲＰ

構造体ブロック継手とそのＦＲＰ構造体ブロック及びそ

の縫合装置。

【解決手段】主板部と、該主板部に他の主板を結合する

コア部とを有する繊維強化プラスチックのＦＲＰ構造体

ブロック継手において、前記コア部は前記他の主板の結

合端面と一致する平面形状で、前記主板部の厚さ方向に

貫通した連結穴を有し、ブロック継手同士が前記連結穴

を緊張材１４により縫合され、緊張材の巻取りリール１

８と、該リール用回転ハンドル３４と、前記緊張材の張

力検出機と、前記継手の一方を固定する固定側固定用テ

ーブルと、前記継手の他方を固定し前記縫合面に直交す

る方向に移動可能な移動側固定用テーブルと、前記巻取

りリールと張力検出機とが設置され前記縫合方向に移動

可能な移動テーブルとを備える。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】主板部と、該主板部に他の主板を機械的に

結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックからな

るＦＲＰ構造体ブロック継手において、前記コア部は前

記他の主板との結合端面が前記他の主板の結合端面と一

致する平面形状で、前記主板部の厚さ方向に貫通した連

結穴を有することを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック継

手。

【請求項２】請求項１において、前記コア部は該コア部

から前記主板部にかけて徐々に厚さが小さくなる移行部

を有することを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック継手。

【請求項３】請求項１又は２において、前記コア部は前

記結合端面が突合わせ結合構造を形成するＩ型であるこ

とを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック継手。

【請求項４】請求項１又は２において、前記コア部はＴ

字型突合わせ結合構造を形成する前記結合端面が互いに

所望の角度に傾斜した２平面によるＶ型であることを特

徴とするＦＲＰ構造体ブロック継手。

【請求項５】請求項１又は２において、前記コア部はＬ

字型突合わせ結合構造を形成する前記結合端面が前記主

板部の平面に対して所望の角度に傾斜した平面であるこ

とを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック継手。

【請求項６】請求項１～５のいずれかにおいて、前記コ

ア部は前記連結穴より前記端面に達して設けられた溝を

有することを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック継手。

【請求項７】主板部と、該主板部に他の主板を機械的に

結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックからな

る複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志が結合されたＦ

ＲＰ構造体ブロックにおいて、前記コア部は前記他の主

板との結合端面が前記他の主板の結合端面と一致する平

面形状で、前記主板部の厚さ方向に貫通した連結穴を有

し、前記ブロック継手同志が前記連結穴を介して緊張材

によって互いに縫合されて結合されていることを特徴と

するＦＲＰ構造体ブロック。

【請求項８】主板部と、該主板部に他の主板を機械的に

結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックからな

る複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志が結合されたＦ

ＲＰ構造体ブロックにおいて、前記コア部は前記結合端

面がＩ型であり、前記主板部の厚さ方向に貫通した連結

穴を有し、前記ブロック継手同志が前記連結穴を介して

緊張材によって互いに縫合されて突合わせ構造に結合さ

れていることを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック。

【請求項９】主板部と、該主板部に他の主板を機械的に

結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックからな

る複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志が結合されたＦ

ＲＰ構造体ブロックにおいて、前記コア部は前記結合端

面が互いに所望の角度に傾斜した２平面によるＶ字型で

あり、前記主板部の厚さ方向に貫通した連結穴を有し、

前記ブロック継手同志が前記連結穴を介して緊張材によ

って互いに縫合されてＴ字型突合わせ結合構造に結合さ

れていることを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック。

【請求項１０】主板部と、該主板部に他の主板を機械的

に結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックから

なる複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志が結合された

ＦＲＰ構造体ブロックにおいて、前記コア部は前記結合

端面が前記主板部の平面に対して所望の角度に度傾斜し

た平面であり、前記主板部の厚さ方向に貫通した連結穴

を有し、前記ブロック継手同志が前記連結穴を介して緊

張材によって互いに縫合されてＬ字型突合わせ結合構造

に結合されていることを特徴とするＦＲＰ構造体ブロッ

ク。

【請求項１１】請求項７～１０のいずれかにおいて、前

記コア部は前記連結穴より前記端面に達して設けられた

溝を有し、前記ブロック継手同志が前記連結穴及び溝に

沿って前記緊張材によって互いに縫合されて結合されて

いることを特徴とするＦＲＰ構造体ブロック。

【請求項１２】請求項７～１１において、前記縫合され

たコア部に前記緊張材及び連結穴を覆う防水用又は補強

用シール材が貼られていることを特徴とするＦＲＰ構造

体ブロック。

【請求項１３】請求項１２において、前記防水用又は補

強用シール材は、熱可塑性樹脂からなることを特徴とす

るＦＲＰ構造ブロック。

【請求項１４】主板部と、該主板部に他の主板を機械的

に結合するコア部とを有する繊維強化プラスチックから

なる複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志を前記コアに

貫通して設けられた連結穴を介して緊張材によって互い

に縫合する縫合装置において、前記緊張材を巻回する巻

取りリールと、該リールを回転させるハンドルと、前記

緊張材の張力を検出する張力検出機と、前記継手の一方

を固定する固定側固定用テーブルと、前記継手の他方を

固定し前記縫合面に直交する方向に移動可能な移動側固

定用テーブルと、前記巻取りリールと張力検出機とが設

置され前記縫合方向に移動可能な移動テーブルと、を備

えたことを特徴とする縫合装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なＦＲＰ構造

体ブロック継手とそれを用いたＦＲＰ構造体ブロック及

びその縫合装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】従来のＦＲＰ構造体の継手は、接着接合

と機械的接合に大別され、接着接合が広く用いられてき

た。ＦＲＰは耐水性、耐薬品性に強い特徴をいかした用

途が多く、水密性が要求されるため、機械的接合に比べ

コスト、品質信頼性の両者に優れた接着接合が主流とな

ってきた。

【０００３】寸法的には、陸上輸送可能な最大寸法まで

が主として接着接合で、それ以上の一部大型品に限り現

地で機械的接合あるいは、機械的接合と接着接合が併用
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されている。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】ＦＲＰは３０から４０

年使用され、長期劣化、破損などから新規に代替えせざ

るをえない構造体も多くなってきたが、形状が大きく、

強度も大きいため廃棄処理方法が大きな問題になってい

る。

【０００５】また、近年、循環形社会の構築や、資源の

有効活用、物流コストの低減が強く求められているが、

接着接合の大型構造物ではこれに応えることが、困難に

なりつつある。

【０００６】接着接合を採用する代表的ＦＲＰ構造体

は、舟艇、船舶と大型耐食槽などがある。接着接合はバ

ットジョイント、Ｔ型ジョイントが多く、二つのＦＲＰ

部材を使用しオーバレイアップする。これは危険物の樹

脂、硬化材を使用しガラス繊維を積層する湿式接着法で

あり、熟練作業者を必要とし施工性も悪い。さらに大型

構造物は一体化され、ＦＲＰ接着強度が高いため容易に

は解体出来ず、大型クラッシャか特殊切断装置が必要で

ある。また解体しても再利用は不可能である。

【０００７】機械的接合を採用する代表的ＦＲＰ構造体

には、ユニットバスと組立て水槽などがある。ユニット

バスの上部パネル接合は、外フランジリベット接合を採

用するのが一般的であり、軽量で組立て性は良いが、分

解は出来ない。

【０００８】組立て水槽は外フランジボルト接合であ

る。ＦＲＰフランジは剛性が低いため、フランジ厚さと

ボルトピッチの最適化を図り水蜜性の向上を図る。また

剛性不足の場合はスチール補強部材を併用し締結力及

び、負荷の均一性を向上させるため、ＦＲＰフランジの

増厚、ボルト本数増加、スチール補強部材などから継手

関連の重量増は避けられない。固定式水槽は問題ない

が、舟艇船舶など軽量化が要求される構造体には適用出

来ない。

【０００９】フランジ接合は、外フランジが一般的で、

ユニットバスは裏側で見えないが、水槽は目に触れるた

め外観は良くない。

【００１０】接着接合と機械的接合を併用する代表的な

ＦＲＰ構造体は、火力発電所の排脱装置用スクラバ、ダ

クトなどである。外フランジボルト接合し且つ、内面は

ＦＲＰ接着接合の併用である。解体には、内側のＦＲＰ

を除去しなければならず、サンダでの研削作業に莫大な

時間を要し、研削作業による粉塵により最悪の作業環境

にならざるをえない。また、接合は、接着接合の湿式法

で施工性が悪い。

【００１１】本発明の目的は、ＦＲＰ構造物の一部が劣

化、破損した場合の修繕、廃棄を容易に行えると共に、

接合及び解体が容易で、接合強度の高い継手構造を得る

ことができるＦＲＰ構造体ブロック継手とそのＦＲＰ構

造体ブロック及びその縫合装置を提供することにある。

【００１２】

【課題を解決するための手段】本発明は、主板部と、該

主板部に他の主板を機械的に結合するコア部とを有する

繊維強化プラスチックからなるＦＲＰ構造体ブロック継

手において、前記コア部は前記他の主板との結合端面が

前記他の主板の結合端面と一致する平面形状で、前記主

板部の厚さ方向に貫通した連結穴を有することを特徴と

する。

【００１３】前記コア部は主板部より厚肉とし、該コア

部から前記主板部にかけて徐々に厚さが小さくなる移行

部を有すること、又前記連結穴より前記端面に達して設

けられた溝を有することが好ましい。又、半円形を基本

として構造物の接合構造に応じて接合端面の形状を以下

のように設定することが好ましい。

【００１４】又、コア部は、前記結合端面が突合わせ結

合構造を形成するＩ型であること、Ｔ字型突合わせ結合

構造を形成する前記結合端面が互いに所望の角度に傾斜

した２平面によるＶ型であること、Ｌ字型突合わせ結合

構造を形成する前記結合端面が前記主板部の平面に対し

て所望の角度に傾斜した平面であることが好ましい。

【００１５】本発明は、主板部と、該主板部に他の主板

を機械的に結合するコア部とを有する繊維強化プラスチ

ックからなる複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志が結

合されたＦＲＰ構造体ブロックにおいて、前記コア部は

前記他の主板との結合端面が前記他の主板の結合端面と

一致する平面形状で、前記主板部の厚さ方向に貫通した

連結穴を有し、前記ブロック継手同志が前記連結穴を介

して緊張材によって互いに縫合されて結合されているこ

とを特徴とする。

【００１６】更に、本発明は、前記コア部は前記結合端

面がＩ型であり、突合わせ構造に結合されていること、

又、を特徴とするＦＲＰ構造体ブロック。前記コア部は

前記結合端面が互いに所望の角度に傾斜した２平面によ

るＶ字型であり、Ｔ字型突合わせ結合構造に結合されて

いること、又前記コア部は前記結合端面が前記主板部の

平面に対して所望の角度に度傾斜した平面であり、Ｌ字

型突合わせ結合構造に結合されていることを特徴とする

ＦＲＰ構造体ブロックにある。

【００１７】前記コア部は前記連結穴より前記端面に達

して設けられた溝を有し、前記ブロック継手同志が前記

連結穴及び溝に沿って前記緊張材によって互いに縫合さ

れて結合されていること、又前記縫合されたコア部に前

記緊張材及び連結穴を覆う防水用又は補強用シール材が

貼られていこと、前記防水用又は補強用シール材は、熱

可塑性樹脂からなることが好ましい。

【００１８】本発明は、主板部と、該主板部に他の主板

を機械的に結合するコア部とを有する繊維強化プラスチ

ックからなる複数のＦＲＰ構造体ブロック継手同志をコ

ア部に貫通して設けられた連結穴を介して緊張材によっ

て互いに縫合する縫合装置において、前記緊張材を巻回

10

20

30

40

50



(4) 特開２００３－１３９１７
5 6

する巻取りリールと、該リールを回転させるハンドル

と、前記緊張材の張力を検出する張力検出機と、前記継

手の一方を固定する固定側固定用テーブルと、前記継手

の他方を固定し前記縫合面に直交する方向に移動可能な

移動側固定用テーブルと、前記巻取りリールと張力検出

機とが設置され前記縫合方向に移動可能な移動テーブル

と、を備えたことを特徴とする。

【００１９】前述のシール材は縫合した継手部の水蜜性

あるいは、接合強度を増すために接合部に貼ることが好

ましい。又、ＦＲＰ構造物の解体は、シール材を剥がし

緊張材を切断することにより、ユニット、ブロックごと

に解体することができる。

【００２０】

【発明の実施の形態】（実施例１）図１は、２枚のＦＲ

Ｐブロックを突き合わせて縫合せ締結する場合の本発明

のブロック継手の斜視図である。ＦＲＰブロック継手は

主板に対し断面積が増加する半円筒形コア10と、その半

円筒形コア10から主板への移行部11を持ち、コアを介し

てブロックを締結する穴12と、締結穴12間を結びコア10

に接する、縫合用の緊張材14を保護するためのスパイラ

ル溝13から構成される。尚、このスパイラル溝13はなく

ても本目的を達成することができる。ＦＲＰブロック継

手は、結合端面がＩ型であり、お互い突き合わせた状態

で配置し、緊張材14を穴12及び、溝13に添って縫合す

る。その後緊張材14を緊張して、ＦＲＰブロック継手を

締結する。

【００２１】接合部全体は、シール材15を貼付け止水処

理もしくは、縫合部の補強を施す。この場合の緊張材14

は、たとえばアラミド繊維等の紐材で、充分な引張り弾

性強度を持ち、刃物などで簡単に切断できるもので、シ

ール材15は、ＦＲＰブロック継手部材及び緊張材と接着

し、水蜜性を発揮でき、且つＦＲＰブロック継手部材及

び緊張材からはく離可能な熱可塑性樹脂材料単独もしく

は、これらの樹脂材料と補強材との複合材で構成され

る。シール材15の貼付けは、シート材15を加熱し熱可塑

性樹脂を溶融させた後、加圧して行う。

【００２２】ブロック継手の解体は、再度シール材15を

加熱して取り外し、緊張材14を切断することにより、解

体できる。

【００２３】図２は、２枚のＦＲＰブロックを突き合わ

せて締結する場合の縫合方法の手順は次ぎのとおりであ

る。

（１）　ＦＲＰブロック継手を、お互い突き合わせた状

態で配置する。

（２）　緊張材の片端に端末金具16を圧着固定する。

（３）　ＦＲＰブロック継手の穴12及び、溝13に添って

緊張材14を巻付ける。

（４）　緊張材14に張力を加える。

（５）　ピン治具17を、緊張材を通した穴に挿入する。

（６）　（３）から（５）を縫合最終端まで繰り返す。

（７）　穴の最終部において端末金具を固定する。

（８）　縫合部全体にシール材15を貼る。

【００２４】以下、縫合手順を詳細に説明する。（２）

及び（８）の端末金具は、ブロック継手の穴よりも直径

が大きい物である。（６）の動作は、緊張材14の穴12及

び、溝13への巻付けと、張力を加える動作を、1巻き毎

に行う。これは緊張材14と穴12、溝13の摩擦抵抗によ

り、巻きは初めと巻き終わり張力のばらつきを少なくす

るためである。（５）はブロック継手の次の穴に緊張材

を巻付ける際、縫合を終えた部分での緊張材のゆるみを

防止するためである。（７）は緊張材に張力を加えた状

態で行い。コアを圧縮応力状態に保つためである。

【００２５】図３及び図４は、緊張材14に張力を加える

本発明に係る縫合装置の上面図及び正面図を示す。縫合

装置は、緊張材14が巻回される巻取りリール18、巻取り

ハンドル34、緊張材14の張力を検出する張力検出部19、

巻取りリール18及び張力検出部19が設置され縫合せ方向

に移動可能な移動テーブル20、継手の一方を拘束機構に

よって固定する固定側の固定用テーブル及び継手の他方

を拘束機構によって固定し縫い合せ面に直交する方向に

移動可能な移動側の固定用テーブル21から構成されてい

る。

【００２６】巻取りリール18は、直接または、歯車、プ

ーリを介し回転可能で、緊張材14を巻付け、手動また

は、電動機により巻き取りリール18を回転し張力を加え

る。又、電磁クラッチによっても張力を制御することが

できる。

【００２７】緊張材に加えられた張力は、張力検出部19

で監視し、目標の張力に達した場合、手動または、張力

検出部からの信号で、巻取りリールの回転を自動的に止

めることによって、張力の制御が可能となる。張力検出

部19は張力検出ロール及びロードセルを有し、制御装置

によって表示された張力値に基づいて手動又は自動で張

力を制御するものである。

【００２８】固定用テーブル21は、ＦＲＰブロック継手

を表面方向から手動または、油圧、空圧などのクランプ

により拘束される。また固定用テーブルの一方は、ＦＲ

Ｐブロック継手を拘束した状態で移動可能なため、緊張

材14で縫合した際、ＦＲＰブロック継手のコア部同士が

充分密着し、圧縮応力状態となる。これによりＦＲＰブ

ロック継手も安定して拘束できるため、安定した縫合が

可能となり、縫合部の品質も向上する。

【００２９】移動テーブル20は、手動または電動機を介

して自動的に巻取りリール18、張力検出部19を長手方

向、縫合方向に移動できる。これにより巻取りリール1

8、張力検出部19を待避させることができるため、ＦＲ

Ｐブロック継手の継手固定用テーブル21への取付け、取

り外しが容易におこなえる。また巻取りリール18、張力

検出部19が縫合ピッチ位置に移動可能で、１巻き毎に緊

張材14へ加える張力を管理する際、どの縫合個所におい
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ても緊張材14と、巻取りリール18、張力検出部19の位置

関係が同一条件となるため、張力計測精度の向上が図

れ、安定した縫合が可能となる。

【００３０】図５は、シール材15貼付けの一実施例を示

す断面図である。シール材15はＦＲＰブロック継手縫合

部に配置させ、熱風式加熱器22により加熱しシール材15

の熱可塑性樹脂が溶融させたのち、回転ローラ23により

加圧する。これによりシール材15を皺なく均一にＦＲＰ

ブロック継手縫合部に貼付けることができる。

【００３１】図６は、シール材15貼付けの他の実施例を

示す断面図である。先のシート材貼付けの第一の実施例

同様シール材15をＦＲＰブロック継手縫合部に配置さ

せ、ＦＲＰブロック継手のコア部10と、コア部から主板

への移行部11と同一寸法でヒータ24を内蔵した凹型の加

圧治具25を押し当て貼付ける。これによりシール材15の

熱可塑性樹脂の溶融と、シール材15の加圧が同時におこ

なえ、作業効率が向上する。

【００３２】本実施例によれば、接合、解体が容易であ

り、ＦＲＰ大型構造物であってもブロック化、ユニット

化でき、熟練作業者を必要とせず、現地で容易に接合が

出来るため、輸送コストと共に、組立てコスト低減が図

れる。また継手接合部がＦＲＰ構造体の一部が劣化、破

損した場合でもその個所のみを取り替え、低コストで、

修復が可能となる。ＦＲＰ構造物の廃棄においても、大

型クラッシャや特殊切断装置を必要とせず、クリーンな

作業環境で、容易に解体が出来る。解体は、粉砕等で行

うものと異なるため、分別廃棄、再利用が可能となる。

【００３３】（実施例２）図７は、２枚のＦＲＰブロッ

クをＬ字型に縫合せ締結する場合のブロック継手の斜視

図である。実施例１の突き合わせて締結する場合のブロ

ック継手の実施例同様、コア部26、移行部27、コア部26

に貫通した連結穴28、連結穴28より結合端面に達したス

パイラル溝29から構成されるが、コア部25は端面が所望

の角度を有する傾斜面を持つ半円筒形状とする。この傾

斜面を合せ、先の縫合方向の実施例同様に、緊張材を巻

付け、張力を加えて縫合せした後、縫合せ全体を前述と

同様に熱可塑性樹脂シート材を貼り付けることにより、

２枚のＦＲＰブロックをＬ型に締結することができる。

尚、コア部の傾斜面の角度によりＦＲＰブロックのＬ字

型の角度を任意に変えることができる。本実施例におい

ても前述と同様の効果が得られる。

【００３４】（実施例３）図８は、３枚のＦＲＰブロッ

クをＴ型に締結する場合のブロック継手の斜視図であ

る。前記突き合わせ及び、Ｌ型に締結する場合のブロッ

ク継手の実施例同様それぞれ３枚のブロック継手は、コ

ア部30、移行部31、コア部30を貫通する連結穴32、スパ

イラル溝33から構成される。お互いが突き合わせの状態

で、締結される２枚のブロック継手のコア部は、２つ端

面が135°の角度を持つＶ字型の半円柱形状で、もう１

枚のブロック継手のコア部は、２端面が90°の角度を持

つ半円柱形状とする。この端面を合せ、前述と同様の縫

合方法によって、緊張材を巻付け、張力を加えて縫合せ

した後、縫合せ全体を前述と同様に熱可塑性樹脂シート

材を貼り付けることにより、３枚のＦＲＰブロックをＴ

型に締結することができる。本実施例においても前述と

同様の効果が得られる。

【００３５】

【発明の効果】本発明によれば、接合、解体が容易であ

り、ＦＲＰ大型構造物であってもブロック化、ユニット

化でき、熟練作業者を必要とせず、現地で容易に接合が

出来るため、輸送コストと共に、組立てコスト低減が図

れる。また継手接合部がＦＲＰ構造体の一部が劣化、破

損した場合でもその個所のみを取り替え、修復が可能で

あり、その廃棄においても、大型クラッシャや特殊切断

装置を必要とせず、クリーンな作業環境で、容易に解体

が出来る。解体は、粉砕等で行うものと異なるため、分

別廃棄、再利用が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図１】　本発明のブロック突合わせ継手の斜視図であ

る。

【図２】　本発明の縫合装置の斜視図及びその縫合方法

を示す斜視図である。

【図３】　本発明の緊張装置の上面図である。

【図４】　図３の緊張装置の正面図である。

【図５】　本発明のブロック突合わせ継手へのシート材

貼付けを示す図である。

【図６】　本発明のブロック突合わせ継手へのシート材

貼付けを示す図である。

【図７】　本発明のＬ型継手の斜視図である。

【図８】　本発明のＴ型継手の斜視図である。

【符号の説明】

10…コア、11…移行部、12…締結穴、13…緊張材保護

溝、14…緊張材、15…シール材、16…端末金具、17…ピ

ン治具、18…巻取りリール、19…張力検出部、20…移動

テーブル、21継手固定用テーブル及び拘束機構、22…熱

風式加熱器、23…回転ローラ、24…電熱器、25…加圧治

具、26…コア、27…移行部、28…締結穴、29…緊張材保

護溝、30…コア、31…移行部、32…締結穴、33…緊張材

保護溝、34…ハンドル。

10

20

30

40



(6) 特開２００３－１３９１７

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】



(7) 特開２００３－１３９１７
11 12

フロントページの続き

　

(71)出願人　301035194

　　　　　　株式会社ひたちなかテクノセンター

　　　　　　茨城県ひたちなか市新光町38番地

(71)出願人　501204525

　　　　　　独立行政法人　海上技術安全研究所

　　　　　　東京都三鷹市新川６丁目38番１号

(71)出願人　501257989

　　　　　　松岡　一祥

　　　　　　東京都八王子市大塚94－11

(72)発明者　渡部　幸一

　　　　　　茨城県日立市大みか町七丁目１番１号　株

　　　　　　式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者　桐生　正衛

　　　　　　茨城県日立市大みか町七丁目１番１号　株

　　　　　　式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者　辻野　一行

　　　　　　茨城県日立市滑川本町五丁目12番15号　日

　　　　　　立化成工材株式会社内

(72)発明者　山田　三男

　　　　　　東京都千代田区内神田一丁目13番７号　日

　　　　　　立化成ポリマー株式会社内

(72)発明者　松岡　一祥

　　　　　　東京都八王子市大塚94－11

Ｆターム(参考） 2D032 AA14 AB02

　　　　　　　　3J001 FA05 FA07 GA06 GB01 HA04

　　　　　　　　　　　HA10 JD00 KB00

　　　　　　　　3J040 FA06 HA02

10


